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選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
設
立
届　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
一

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
二

○
政
治
団
体
の
解
散
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
二

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
三

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
三

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
三

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者

の
氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

一
以
上
の
市
町
村
等

の
区
域
を
単
位
と
し

て
設
け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

国
民
民
主
党
福

岡
県
第
２
行
政

区
支
部

山
本　

耕
一

山
本
由
美
子

福
岡
県
北
九
州

市
若
松
区
本
町

三

－

八

－

一
四

○

二
、　

七
、　

一
四

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者

の
氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

（
第
一
号
）

公
職
の
候
補

者
の
氏
名
及

び
公
職
の
種

類
（
第
二
号
）

届
出
年
月
日

た
け
う
ち
信
昭

後
援
会

竹
内　

信
昭

宮
成　
　

保

福
岡
県
福
津

市
東
福
間
三

－

二

－

一

衆
議
院
議
員
竹
内　

信
昭
、

衆
議
院
議
員

二
、
七
、　

二
九

　

ロ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任
者

の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

石
田
か
ず
よ
し
後

援
会

石
田
和
代
志

中
村　

仗
助

福
岡
県
宗
像
市
朝
町
一
七
七
九

二
、　

七
、　

二
二

い
し
も
と
弘
文
後

援
会

石
本　

弘
文

石
本　

弘
文

福
岡
県
北
九
州
市
八
幡
西
区
陣
原
三

－

九

－

二
四

－

一
〇
一

二
、　

七
、　　

一

井
上
し
ん
ご
後
援

会

井
上　

真
吾

井
上　

尚
子

福
岡
県
北
九
州
市
八
幡
東
区
尾
倉
一

－

二

－

一

二
、　

七
、　

一
六

岩
下
か
つ
ま
さ
後

援
会

岩
下　

勝
正

岩
下　

由
美

福
岡
県
糟
屋
郡
篠
栗
町
大
字
篠
栗

四
七
八
九

－

一
四　

岩
下
ビ
ル
二
階

二
、　

七
、　

二
八

亀
田
安
夫
後
援
会

亀
田　

安
夫

亀
田　

道
彦

福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
大
字
香
春

二
一
三
七

二
、　

七
、　

二
二

か
わ
ち
亮
後
援
会

長
田　

正
幸

羽
立　

公
生

福
岡
県
宗
像
市
稲
元
三

－

六

－

一

二
、　

七
、　

一
三

北
九
州
の
未
来
を

考
え
る
会

有
田　

絵
里

有
田　

斉
昭

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
南
区
横
代
北
町

二

－

三

－

一
六
（
Ｂ

－

一
〇
二
）

二
、　

七
、　

三
一

末
吉
た
か
し
後
援

会

末
吉　
　

孝

黒
原　

寅
実

福
岡
県
宗
像
市
日
の
里
五

－

三

－

八
九

（
六
七

－

二
〇
四
）

二
、　

七
、　　

九

は
ら
だ
重
信
後
援

会

松
田　

直
行

進　
　

正
己

福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
大
字
香
春

二
五
九
〇

二
、　

七
、　

二
二

福
岡
県
茶
商
工
業

政
治
連
盟

吉
泉　

正
幸

木
屋　

康
彦

福
岡
県
八
女
市
納
楚
七
二
七

－

一

二
、　

七
、　

三
〇

水
上
し
ん
一
後
援

会

水
上　

信
一

水
上
か
よ
子

福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
大
字
高
野

一
四
一
二

二
、　

七
、　

二
二

森
田
憲
治
を
育
て

る
会

森
田　

憲
治

野
相　

美
香

福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
大
字
採
銅
所

四
一
三
八

－

五

二
、　

七
、　

二
二

門
司
す
す
む
後
援

会

門
司　
　

晋

武
谷
志
保
美

福
岡
県
遠
賀
郡
岡
垣
町
吉
木
西
一

－

三

－

一
五

二
、　

七
、　

二
二

目

次
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福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

　
　

新

　
　

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
福
岡

縣
港
運
支
部

野
畑　

昭
彦

会
計
責
任
者
の

氏
名

池
田　

伸
広

土
井　

和
久

二
、　

七
、　

一

自
由
民
主
党
福
岡

県
自
動
車
販
売
支

部

金
野　
　

誠

会
計
責
任
者
の

氏
名

川
原　

芳
昭

三
浦　

俊
一

二
、　

六
、　

一

自
由
民
主
党
福
岡

県
電
気
通
信
職
域

支
部

田
嶋　

隆
二

会
計
責
任
者
の

氏
名

江
口　

泰
憲

中
尾　

常
光

二
、　

七
、　

一

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者

の
氏
名

異
動
事
項

　
　

新

　
　

旧

異
動
年
月
日

永
島
守
後
援
会

江
頭　

和
彦

代
表
者
の
氏
名

江
頭　

和
彦

渡
辺　

彰
宏

二
、　

四
、　

一

き
く
す
い
俊
賢
後

援
会

菊
水　

俊
賢

代
表
者
の
氏
名

菊
水　

俊
賢

市
来　

孝
一

二
、　

七
、　

七

北
橋
健
治
後
援
会

北
橋　

健
治

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州

市
八
幡
西
区
泉

ケ
浦
一

－

一
二

－

二
〇　

北
橋

宅
気
付

福
岡
県
北
九
州

市
八
幡
東
区
中

央
二
丁
目
二
四

－

五
芳
賀
ビ
ル

四
〇
二

二
、　

七
、　

一

元
気
な
北
九
州
を

創
る
会

合
馬　
　

紘

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州

市
八
幡
西
区
泉

ケ
浦
一

－

一
二

－

二
〇　

北
橋

宅
気
付

福
岡
県
北
九
州

市
八
幡
東
区
中

央
二
丁
目
二
四

－

五
芳
賀
ビ
ル

四
〇
二

二
、　

七
、　

一

田
中
ふ
み
き
後
援

会

田
中
二
三
輝

会
計
責
任
者
の

氏
名

岸
良
麻
衣
子

田
中　
　

恵

一
、
一
一
、
一
八

と
み
な
が
正
博
後

援
会

冨
永　

正
博

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市

東
区
馬
出
六

－

一
七

－

三
〇

－

七
〇
三

福
岡
県
福
岡
市

東
区
馬
出
五

－

八

－

一
六　

レ

ピ
ュ
ー
ト
英

二
〇
五
号

一
、　

七
、
三
一

日
本
精
神
科
病
院

福
岡
県
政
治
連
盟

冨
松　
　

愈

代
表
者
の
氏
名

冨
松　
　

愈

長
谷
川
浩
二

二
、　

七
、
一
〇

ひ
ら
し
ま
正
一
後

援
会

平
嶋　

正
一

会
計
責
任
者
の

氏
名

平
嶋　

正
一

平
嶋　

博
文

一
、
一
二
、
二
〇

福
岡
県
農
政
連
福

岡
大
城
支
部

水
落　

常
志

代
表
者
の
氏
名

水
落　

常
志

後
藤　

敬
介

二
、　

七
、
二
七

南
筑
後
農
政
連

北
原　

喜
博

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
み
や
ま

市
瀬
高
町
下
庄

七
七　

四
―
一　

南
筑
後
農
業
協

同
組
合
地
域
経

済
部
組
織
支
援

課
内

福
岡
県
み
や
ま

市
瀬
高
町
下
庄

七
七　

四
―
一　

南
筑
後
農
業
協

同
組
合
営
農
部

担
い
手
支
援
課

内

二
、　

四
、　

一

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

植
木
た
か
の
ぶ
後
援
会

伊
藤　

好
信

二
、　

七
、
一
三

末
吉
た
か
し
後
援
会

末
吉　
　

孝

一
、
一
二
、
三
〇

田
中
良
介
後
援
会

田
中　

良
介

一
、
一
二
、
三
一

と
み
な
が
周
行
後
援
会

富
永　

周
行

一
、　

六
、　

一
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西
本
は
じ
め
後
援
会

西
本　
　

始

三
一
、　

三
、　

一

ほ
っ
と
健
会

日
高　

源
市

二
、　

六
、
二
四

山
元
秀
一
後
援
会

高
原　

弘
則

二
、　

三
、
三
一

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体

の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日 

有
田　

絵
里

北
九
州
市
議
会

議
員

北
九
州
の
未
来

を
考
え
る
会

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
南
区
横
代
北

町
二

－

三

－

一
六
（
Ｂ

－

一
〇
二
）

二
、　

七
、　

三
一

井
上　

真
吾

北
九
州
市
議
会

議
員

井
上
し
ん
ご
後

援
会

福
岡
県
北
九
州
市
八
幡
東
区
尾
倉
一

－

二

－
一

二
、　

七
、　

一
五

竹
内　

信
昭

衆
議
院
議
員

た
け
う
ち
信
昭

後
援
会

福
岡
県
福
津
市
東
福
間
三

－

二

－

一

二
、　

七
、　

二
七

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

井
上　

麻
衣

井
上
ま
い
後

援
会

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市

城
南
区
東
油
山

一

－

一

－

一
六

－

一
Ｆ

福
岡
県
福
岡
市

城
南
区
神
松
寺

二

－

五

－

一
三

－

一
Ｆ

一
、　

七
、
二
〇

北
橋　

健
治

北
橋
健
治
後

援
会

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州

市
八
幡
西
区
泉

ケ
浦
一

－

一
二

－

二
〇　

北
橋

宅
気
付

福
岡
県
北
九
州

市
八
幡
東
区
中

央
二
丁
目
二
四

－

五
芳
賀
ビ
ル

四
〇
二

二
、　

七
、　

一

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

富
永　

周
行

と
み
な
が
周
行
後
援
会

一
、　

六
、　

一


